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      第３０回 伊勢原市農業委員会総会議事録 

 

１ 開催日時   

令和５年８月２８日（月）  午前９時２５分から午前１０時５０分まで 

 

２  開催場所     

伊勢原市役所２階 ２Ｃ会議室 

 

３  委員在任定数    １０名 

 (1) 杉本 和彦     (6)  越水 一雄   

  (2)  大木 克美   (7)  三野 孝文 

  (3)  重田 千秋     (8)  麻生 伸一 

  (4)  田中 光男     (9)  市川 正美 

  (5)  古屋 幸男   (10)  鈴木 雅之 

 

４  出席委員数        

９名（その他、農地利用最適化推進委員１０名出席） 

 

５ 欠席委員         

古屋 幸男 

 

６  署名委員       

重田 千秋、田中 光男 

 

７ 議 長       

 鈴木 雅之 

 

８ 事務局等職員出席者 

  ・伊藤 陽一（事務局長） 

・青木 優 

・服部 孝喜 

・片山 淳二 

・岸 好夫 

 

９ 傍聴者 

  なし 
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10 審 議 内 容   (開会 午前９時２５分) 

 

［事 務 局 長］ 定刻となりましたので、只今より第３０回伊勢原市農業委員会総会を

開会いたします。本会議は、「伊勢原市審議会等の公開に関する要綱」

の規定で公開することになっておりますが、本日、傍聴人の方はおりま

せん。出席委員９名で、定足数に達していることを報告します。それで

は、議長、議事の進行をお願いします。 

 

［議    長］ それでは、只今から、第３０回伊勢原市農業委員会総会を開催いたし 

ます。 本日の議事録署名委員は、３番・重田千秋委員と４番・田中光

男委員の両名にお願いたします。 

それでは、議事に入ります。本日の審議事項は、報告６件、議案５件

の計１１件となっております。まず、報告より入ります。 

 

［議    長］ 報告第１号、農地法第３条の３の規定による届出について、事務局か

ら説明をお願いします。 

 

［事  務  局］ この届け出は、相続等によって農地の権利を取得したときに届け出が

必要となります。 

議案書の１ページから８ページをご覧ください。内訳は、高部屋地区

で３件、成瀬地区６件の届出を受理しています。なお、いずれの方も第

三者への斡旋の希望はありませんでした。以上です。 

 

［議    長］ 

 

事務局の説明が終わりました。相続により、所有権を取得した旨の届

出が９件あったということですが、何か御質問がございましたらお願い

いたします。 

 

［議    長］ 

 

［事  務  局］ 

 

 

【 質問なし 】 

 

 報告第２号、農地法第４条第１項第７号の規定による届出について、

事務局から説明をお願いします。 

 

市街化区域内にある農地について、農地以外のものにするときは、農

地法第４条第１項第７号の規定に基づく届出を農業委員会に行うことと

されています。 

お手元資料のとおり伊勢原地区の１件、比々多地区の１件について専

決により届出を受理しましたので報告します。 
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［事 務 局］ 
 届出内容について、補足いたします。 

 報告第２号の１については、平成２年頃に公衆用道路へ、２号の２に

ついては、平成２０年４月に一般個人住宅へ転用したものであり、農地

法上の支障はないと考えられることから、追認することに支障はありま

せん。以上です。 

 

［議    長］ 

 

 

 

 

［議    長］ 

 

事務局の説明が終わりました。市街化区域内の農地転用の届出が２件

あったということですが、何か御質問がございましたらお願いいたしま

す。 

【 質問なし 】 

 

報告第３号、農地法第５条第１項第６号の規定による届出について、

事務局から説明をお願いします。 

 

［事  務  局］ 

 

 

 

 

 

 

 

 市街化区域内にある農地について、土地の権利移動を伴って農地以外

のものにするときは、農地法第５条第１項第６号の規定に基づく届出を

農業委員会に行うこととされています。 

 お手元資料のとおり成瀬地区の３件、比々多地区の１件、伊勢原地区

の３件について、専決により届出を受理しましたので報告します。 

 届出内容について、補足します。 

 報告第３号の１から３号の７については、一般個人住宅として転用を

行うものです。以上です。 

 

［議    長］ 事務局の説明が終わりました。市街化区域内で権利移動を伴う農地転

用の届出が７件あったということですが、何か御質問がございましたら

お願いいたします。 

 【 質問なし 】 

 

［議    長］ 報告第４号、引き続き農業経営を行っている旨の証明について、事務

局から説明をお願いします。 

 

［事  務  局］ 

 

 

 この証明は、相続税納税猶予期間の３年ごとの証明です。比々多地区

で３件、大田地区で１件の申請がありました。 

 報告第４号の１、申請人は板戸にお住まいの方で、被相続人のお子さ

んです。申請日は令和５年７月１１日、対象農地の明細は１４頁です。

神戸字上満時に３筆、面積は２，３２３平方メートル、７月１２日に事 
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［事 務 局］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

務局で現地調査を行い、水稲の作付けを確認しています。７月１３日付

け専決処分で証明書を発行しました。 

 次に、報告第４号の２、申請人は笠窪にお住まいの方で、被相続人の

お子さんです。申請日は、令和５年８月３日、対象農地の明細は１５頁

です。笠窪字魚板橋に３筆、同字中瀬に１筆、同字本村に３筆、合計７

筆、面積は６，０８４平方メートル、８月９日に事務局で現地調査を行

い、茄子、トマト等の露地野菜、柿、水稲の作付けを確認しています。

８月１４日付け専決処分で証明書を発行しました。  

次に、報告第４号の３、申請人は秦野にお住まいの方で、被相続人の

お子さんです。申請日は、令和５年８月４日、対象農地の明細は１６頁

です。串橋字佃に１筆、面積は９９１平方メートル、８月９日に事務局

で現地調査を行い、水稲の作付けを確認しています。８月１４日付け専

決処分で証明書を発行しました。 

次に、報告第４号の４、申請人は下平間にお住まいの方で、被相続人

のお子さんです。申請日は、令和５年８月８日、対象農地の明細は１７

から１９頁です。岡崎字前田に２筆、上平間字西ノ久保に１筆、下平間

字中に３筆、同字水草に１筆、同字向入に３筆、同字谷原に１筆、同字

東下に７筆、同字谷原下に１筆、同字西に１筆、同字西久保に１筆、同

字大原に２筆、合計２３筆、面積は１６，０６８平方メートル、８月１

７日に事務局で現地調査を行い、薩摩芋、枝豆、茄子等の露地野菜、水

稲の作付けを確認しています。８月１８日付け専決処分で証明書を発行

しました。以上です。 

 

［議    長］ 事務局の説明が終わりました。引き続きが農業経営を行っている旨の

証明願いが４件あったということですが、何か御質問がございましたら

お願いいたします。 

 

 

［議    長］ 

 

 

［事  務  局］ 

 

 

 

 

 

【 質問なし 】 

 

報告第５号、農地造成工事届出書について、事務局から説明をお願い

します。 

 

今回、１件の届出がありました。 

報告第５号の１、図面番号は１番です。併せて公図及び造成計画図を

ご覧ください。 

届出場所は、東富岡字立野の１筆で、造成面積は３４１平方メートル

です。盛土量は２４１立方メートルです。 

届出人は東富岡の方で、造成業者は座間市の会社です。 



5 
 

［事 務 局］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［議    長］ 

 

 

 

［議    長］ 

 

 

［事  務  局］ 

 

 

 

 

 

 

 

［議    長］ 

 

 

施工内容は、北側と東側の水路境から５０センチメートルの離れを取

り、２９度の法面とし、最大盛土高は０．９９メートルとなります。造

成完了後は里芋畑とします。 

南側市道からのトラクターの出入りが危険な低地の畑を１メートル高

くして、トラクターの出入りが可能な畑とします。 

使用する土は、赤土で相模原市の残土置場から搬入します。残土置場

の写真の提出がありました。 

８月１日に現地調査を行い、施工前の現場写真を撮っています。関係

機関との事前相談については、道路・水路管理担当と協議の結果、特に

指摘事項が無いことを確認しています。 

届出日は令和５年８月１日、工期は令和５年８月７日から令和５年１

０月３１日までです。以上です。 

 

事務局の説明が終わりました。農地造成工事届出書の提出が１件あっ

たということですが、何か御質問がございましたらお願いいたします。 

【 質問なし 】 

 

報告第６号、農地法第５条の規定による許可申請書の取り下げについ

て、事務局から説明をお願いします。 

 

 本年１月の農業委員会総会において提案した農地法第５条の調整転用

申請について、８月７日付けで取り下げ書が提出されたので報告します。 

所在地は東大竹字下谷戸の６筆、合計面積１，８７４．５１平方メー

トル、転用目的は資材置場でした。取り下げ理由は契約変更のためとし

ています。 

なお、新たな会社から、この場所の転用申請があり、本日、議案提出

しています。以上です。 

 

事務局の説明が終わりました。農地造成工事届出書の提出が１件あっ

たということですが、何か御質問がございましたらお願いいたします。 

【 質問なし 】 

 

［議     長］ 

 

 

［事  務  局］ 

 

議案第１号、生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明について、事

務局から説明をお願いします。 

 

生産緑地の所有者は、生産緑地法第１０条で、告示の日から３０年を 
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［事 務 局］ 経過したとき、又は主たる事業者が死亡し、若しくは農林漁業に従事す

ることを不可能にさせる故障に至ったときは、市長に対し書面で当該生

産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができるとされており、

その場合、この証明の添付が必要となります。 

議案第１号の１、生産緑地の場所は、図面番号２番になります。 

地区は成瀬です。出願者は高森２丁目の方で、農業の主たる従事者の

子にあたります。申し出理由は、主たる従事者が令和４年１２月２５日

に死亡した事によります。対象の生産緑地は、高森１丁目の畑３筆、面

積は８８２平方メートルです。８月１日に地区担当農業委員と事務局で

現地調査を行いました。対象農地は普通野菜と農業用倉庫を確認いたし

ました。以上です。 

 

［議    長］ 事務局の説明が終わりました。議案第１号の１につきまして、地区担

当委員から補足説明がございましたらお願いいたします。 

 

[ 委 員 ］ ８月１日に事務局と８月２４日に農業委員２名、推進委員２名で現地

確認を行いまして、耕作していることを確認しています。以上です。 

 

［議    長］ 

 

 

 

 

事務局並びに地区担当委員の補足説明が終わりましたので審議に入り

ます。議案第１号の１について、何かご質問ご意見がございましたらお

願いいたします。 

【 質問なし 】 

 

［議    長］ 

 

 

 

 

無いようですので、質疑を打ち切り、採決をいたします。 

議案第１号の１について、「原案のとおり認める」ことに賛成の委員

の挙手を求めます。 

【 挙手全員 】 

 

［議    長］ 

 

挙手全員。よって、議案第１号の１については、「原案のとおり認め

る」ことといたします。 

 

［議    長］ 

 

議案第２号、農地法第３条の規定による許可申請について、事務局か

ら説明をお願いします。 

 

［事  務 局］ 

 

 

農地の権利設定又は所有権移転をしようとする場合は、農業委員会の

許可が必要です。今回、高部屋地区で１件、大田地区で１件の申請があ

りました。 
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［事 務 局］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［議    長］ 

 

 

[ 委 員 ］ 

 

 

 

 

 

［議    長］ 

 

 

 

議案第２号の１、図面番号は３番です。併せて公図をご覧ください。 

申請地は西富岡後谷戸の１筆、同字北実蒔原の１筆、日向下堤の１筆、同

字上堤の３筆、同字西新田原の１筆、同字上荒田の３筆、合計１０筆、

面積は１２，８００平方メートルです。 

譲渡人は埼玉県にお住いの方で、譲受人は厚木市にお住まいの方です。 

申請人は事業拡大のため農地を探しており、譲渡人に譲渡を申し出た

ところ、承諾が得られたので今回有償にて所有権を移転します。 

６月２９日と８月１日に、事務局と地区農業委員合同で現地調査を行 

い、譲受人が経営している他の農地については、水稲や露地野菜が作付

けされており、適正に管理されていました。農機具の保有も確認してい

ます。申請書類の審査では、許可できない場合を列挙した農地法第３条

第２項各号該当事項はありませんでした。 

次に、議案第２号の２、図面番号は４番です。併せて公図をご覧くだ

さい。 

申請地は下平間字東下の１筆、面積は１９８平方メートルです。譲渡

人は海老名市にお住いの方で、譲受人は下平間にお住いの方です。申請

地は譲受人の経営する農地に隣接しており、譲渡人が譲渡を申し出たと

ころ、承諾が得られたので今回無償にて所有権を移転します。 

８月２４日に事務局と地区農業委員合同で現地調査を行い、譲受人世

帯が経営している他の農地については、水稲や露地野菜が作付けされて

おり、適正に管理されていました。農機具の保有も確認しています。申

請書類の審査では、許可できない場合を列挙した農地法第３条第２項各

号該当事項はありませんでした。以上です。 

 

事務局の説明が終わりました。議案第２号の１につきまして、地区担

当委員から補足説明がございましたらお願いいたします。 

 

８月２４日に農業委員２名、推進委員３名で現地確認を行い、事務局

の説明とおりになっていることを確認しています。しかし、この案件は、

いろいろ農業委員会として指導した結果、そういうふうになりまして、

少し手間のかかった案件でありました。一応農業機械も確認して、しっ

かり耕作してくれることも含めて問題ないと思います。以上です。 

 

次に、議案２号の２につきまして、地区担当委員から補足説明がござ

いましたらお願いいたします。 
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[ 委 員 ］ 

 

 

［議    長］ 

 

 

 

 

［議    長］ 

 

 

 

 

［議    長］ 

 

 

［議    長］ 

 

 

 

［議    長］ 

 

 

 

 

［議    長］ 

 

 

［議    長］ 

 

 

［事  務 局］ 

 

 

 

 

 

８月２２日に地区委員４名、８月２４日に事務局と現地を確認しまし

た。事務局の説明とおり問題ないと思われます。以上です。 

 

事務局並びに地区担当委員の補足説明が終わりましたので審議に入り

ます。議案第２号の１について、何かご質問ご意見がございましたらお

願いいたします。 

【 質問なし 】 

 

無いようですので、質疑を打ち切り、採決をいたします。 

議案第２号の１について、「原案のとおり許可とする」ことに賛成の

委員の挙手を求めます。 

【 挙手全員 】 

 

挙手全員。よって、議案第２号の１については、「原案のとおり許可

とする」ことといたします。 

 

議案第２号の２について、何かご質問ご意見がございましたらお願い

いたします。 

【 質問なし 】 

 

無いようですので、質疑を打ち切り、採決をいたします。 

議案第２号の２について、「原案のとおり許可とする」ことに賛成の

委員の挙手を求めます。 

【 挙手全員 】 

 

挙手全員。よって、議案第２号の２については、「原案のとおり許可

とする」ことといたします。 

 

議案第３号、農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見

について、事務局から説明をお願いします。 

 

農地を自ら農地以外のものにする場合について農業委員会の意見を求

めます。今回、１件の申請がありました。 

議案第３号の１、図面番号は５番です。併せて公図、土地利用計画図

をご覧ください。 

申請地は上谷字前田の２筆、面積１６１平方メートルを貸車両置場と

して転用するものです。申請人は上谷の方です。 
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［事 務 局］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［議     長］ 

 

 

[ 委 員 ］ 

 

 

 

 

［議     長］ 

 

 

 

 

［議     長］ 

 

 

 

 

［議     長］ 

 

申請理由は、２００メートル北側に自動車修理・塗装の会社があり、

申請地の北隣を平成８年に車両置場兼駐車場として転用許可を受けて使

用していますが、受注した車を置く場所に余裕がなく、敷地拡張するた

めの転用です。 

申請地は、土地所有者の費用で整備して図面には余裕を持って６台と

していますが、貸車両置場１０台未満として使用するものです。 

申請地の立地基準は、山林や雑種地により分断され、農地の広がりは

１０ヘクタール以上であることから、第１種農地と判断されます。第１

種農地の特例として、既存施設の２分の１以下の敷地拡張は許可の範囲

となります。 

一般基準及び個別基準については、敷地内は砕石を敷き、土砂等の流

失を防ぎます。また、雨水は自然放流します。計画としては、隣接地へ

の被害防除及び資金計画も適切であると判断されます。なお、伊勢原市

地域まちづくり推進条例は５００平方メートル以下のため該当しません。８月２

２日に県担当者の現地調査を受け、現時点特に指摘事項はなく、手続き

終了後、県知事に副申します。以上です。 

 

事務局の説明が終わりました。議案第３号の１につきまして、地区担

当委員から補足説明がございましたらお願いいたします。 

 

８月２２日、地区委員４名で現地を確認しております。現状を見る限

り、家と工場の敷地の極一部となっており、これを農地に戻すのは難し

いと思いますし、完全に敷地の中に在りますので、周囲の農地への影響

は無いと思われますので、認めてもよいと思います。以上です。 

 

事務局並びに地区担当委員の補足説明が終わりましたので審議に入り

ます。議案第３号の１について、何かご質問ご意見がございましたらお

願いいたします。 

【 質問なし 】 

 

無いようですので、質疑を打ち切り、採決をいたします。 

議案第３号の１について、「原案のとおり許可相当とする」ことに賛

成の委員の挙手を求めます。 

【 挙手全員 】 

 

挙手全員。よって、議案第３号の１については、「原案のとおり許可

相当とする」ことといたします。 
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議案第４号、農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見

について、事務局から説明をお願いします。 

 

議案第４号の１、図面番号は６番です。併せて、公図、土地利用計画

図をご覧ください。 

申請地は東大竹字下谷戸の６筆、面積は１，８７９平方メートルのう

ち、１，８７４．５１平方メートルで、北側と東側は農地、西側は宅地

と資材置場、南側は道路となっています。 

譲渡人は６名の方です。譲受人は平塚市で不動産業と土木建設工事を

行う会社です。権利関係は賃貸借設定です。 

この会社は、既に平塚に１，５５２．１４平方メートルの資材置場を

使用していますが、業務拡大、エリア拡張をしており、現場を複数箇所

同時並行して作業することがあり、作業効率を改善するため、平塚・伊

勢原方面で新たな作業所を探していたところ、申請地を資材置場として

転用します。 

申請地の立地基準は、宅地や雑種地により分断され、農地の広がりは

１０ヘクタール未満であることから、その他２種農地と判断されます。 

一般基準及び個別基準についてですが、敷地は整地し、東側隣地境に

はコンクリートブロック２段積みとします。雨水は浸透トレンチ管を敷

設して浸透処理して被害防除します。 

計画としては周辺農地への影響も少なく、資金計画も適切であると判

断されます。なお、伊勢原市地域まちづくり推進条例は手続き中です。 

８月２２日に県担当者の現地調査を受け、現時点では特に大きな指摘

事項はなく、手続き終了後、県知事に副申します。 

 

続きまして議案第４号の２、図面番号は７番です。併せて、公図、土

地利用計画図をご覧ください。 

申請地は上粕屋字鳥居崎の１筆、面積は１，０２６平方メートルで、

西側は市道、北側は宅地と畑、南側と東側は畑となっています。先月、

まちづくり条例の手続きのため継続審議をお願いした案件です。 

譲渡人は市内上粕屋の方です。譲受人は平塚市下島の石材と土木の会

社です。 

この会社は、平塚市下島に６０５平方メートルの資材置場を使用して

いますが、伊勢原方面の土木の仕事が増えたことにより適地を探してい

たところ、伊勢原大山インターに近くに、前面道路が広い適地として所

有権移転して資材置場にするため転用申請をします。この会社の親会社
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は小稲葉にある石材の会社で、特殊な石材を扱う会社として都内・県外

の仕事があります。 

伊勢原市内で建設・土木の仕事が増え、平塚市下島を石材置場・上粕

屋を土木資材と機械工具置場とするため転用します。 

申請地の立地基準は、宅地や雑種地により分断され、農地の広がりは

１０ヘクタール未満であることから、その他２種農地と判断されます。 

一般基準及び個別基準についてですが、敷地は高低差を解消するため

盛土量９４０.５立方メートルの盛土をして整地します。敷地境は３メ

ートルの鋼板で囲み、入口にはキャスターゲートを取り付けます。雨水

は浸透施設を設置して処理します。 

計画としては周辺農地に影響は少なく、資金計画も適切であると判断

されます。なお、伊勢原市地域まちづくり推進条例は、８月２０日に地

元説明会を実施、住民意見としては、３メートルの囲いの位置を１メー

トル又は、２メートル離して設置して欲しい。残土は産業廃棄物の疑い

があり、環境が悪く成るので自治会としては反対である。良好な生活環

境を守るため転用を考え直してほしいと住民側から意見がありました。

事業者からは、北側の隣地境は鋼板の高さを２メートルにすることも検

討していること、万が一、敷地境から３０センチメートル下がっても良

いが、鋼板は３メートルの高さにしたいと譲歩案を提案しましたが、両

者歩み寄ることなく、言いっぱなしで説明会は終了しています。 

住民参加者は１２名、事業者側は顧問弁護士を伴って会議に臨んでい

ます。この状況で、農業委員会の立場として意見をまとめて頂きたいと

思い再度提案しました。８月２２日に県担当者の現地調査を受け、現時

点では特に大きな指摘事項はなく、手続き終了後、県知事に副申します。 

 

続きまして議案第４号の３、図面番号は８番です。併せて、公図、土

地利用計画図をご覧ください。 

申請地は神戸字横田の１筆の一部、面積９９１平方メートルのうち３

０．２５平方メートルをボーリング調査のために、農地を一時使用しま

す。権利関係は使用貸借です。 

譲渡人は市内神戸の方です。譲受人は、伊勢原市から都市計画道路田

中笠窪線整備事業に伴う道路予備設計・土質調査の業務委託を契約した

会社です。権利関係は使用貸借です。 

ボーリング調査の機材は、自動車で近くの道路まで運び、道路使用許

可を受けて人力で農地に運び込みます。調査終了後は、農地に復元して

土地所有者に戻します。 
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申請地の立地基準は農振農用地ですが、必要な調査のため、他の土地

に代替性もないことから、一時転用もやむを得ないと考えます。一般基

準及び個別基準について周辺農地への影響も少なく、資金計画も適切で

あると判断されます。なお、他に関係法令の手続きはありません。 

８月２２日に、県担当者の現地調査を受け、現時点では特に指摘事項

はなく、手続き終了後、県知事に副申します。 

 

続きまして議案第４号の４、図面番号は９番です。併せて、公図、土

地利用計画図をご覧ください。 

申請地は串橋の３筆の一部、面積２，４４４平方メートルのうち１８

０平方メートルを土質調査のために農地を一時使用します。権利関係は

使用貸借です。 

譲渡人は比々多地区の３名の方です。譲受人は、小田急電鉄から小田

急大野車両所移転予定地の建設設計に必要な土質調査の業務委託を契約

した会社です。権利関係は使用貸借です。 

土質調査の機材は、自動車で近くの道路まで運び、道路使用許可を受

けて人力で農地に運び込みます。調査終了後は、農地に復元して土地所

有者に戻します。 

申請地の立地基準は農振農用地で第１種農地に該当しますが、必要な

調査のため、他の土地に代替性もないことから、一時転用もやむを得な

いと考えます。一般基準及び個別基準について周辺農地への影響も少な

く、資金計画も適切であると判断されます。なお、他に関係法令の手続

きはありません。 

８月２２日に県担当者の現地調査を受け、現時では点特に指摘事項は

なく、手続き終了後、県知事に副申します。 

 

続きまして議案第４号の５、図面番号は１０番です。併せて、公図、

土地利用計画図をご覧ください。 

申請地は下平間字長久保の２筆、合計面積は１６４平方メートルで、

北側と東側は道路、西側は用水路、南側は農地となっています。 

譲渡人は海老名市の方です。譲受人は座間市の一般土木の仕事を個人

で運営している方です。権利関係は所有権移転します。 

この方は、平塚市馬入に賃貸で２８０平方メートルの資材置場を使用

していますが、令和５年１０月までに退去を求められており、県西・県

央地区で適地を探していたところ、広さが最適で条件に合った場所とし

て申請地を転用します。 
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［議     長］ 

 

申請地の立地基準は、宅地や雑種地により分断され、農地の広がりは

１０ヘクタール未満であることからその他２種農地と判断されます。 

一般基準及び個別基準についてですが、敷地は砂利舗装し、周囲は単

管パイプと鋼板で土留めをし、５０センチメートルの高さで設置して被

害防除します。雨水は自然放流します。 

計画としては周辺農地に影響は少なく、資金計画も適切であると判断

されます。なお、伊勢原市地域まちづくり推進条例は、該当がありませ

ん。８月２２日に県担当者の現地調査を受け、現時点特に大きな指摘事

項はなく、手続き終了後、県知事に副申します。以上です。 

 

事務局の説明が終わりました。議案第４号の１につきまして、地区担

当委員から補足説明がございましたらお願いいたします。 

 

内容につきましては、今、事務局が話した説明とおりですが、この土

地そのものは、県の方から何度も何度もそれだけの資料を提供するよう

にと要求されているということから、疑問点が幾つかありました。 

まず、本件申請人について調べましたら、当該地を本案件の前に行っ

た転用申請の取下げをした、前案件申請人の弟になります。主として行

う事業は、解体業であることが分かりました。そして、現地を再度８月

２２日の夕方、農業委員１名と推進委員２名で確認したところ、住宅街

の所を登り詰めた所にある高台の農地で、非常に良い所、正面に富士山

が見えて農地というか、住宅開発では最高の場所です。農地としても果

樹園でしたら最高の場所だなと思っています。ここに廃材を積み重ねた

らちょっとした大風でも吹いた時、いろいろな問題が起きるのではない

か、更にそこに至るまでの道路、道幅が約４メートルあるので、２トン

車が楽に行き来できると思いますが、そういう状態で建築廃材等を住宅

街を通りながら登り、そこに置くというのは、いかがなものかなと印象

を受けました。法的には問題ないとは思います。ただし、前案件申請人

の意向を得た本案件申請人ですから、以前に、前案件申請人の案件を承

認しましたが、幼稚園の園庭にするという話が瞬く間に消えて、今もう

既にそこが職員の駐車場になっています。そのような申請をするところ

なので、少し考えた方が良いのかなという印象を持ちました。法的に一

応はクリアーしていると思います。資金計画もクリアーしていると思い

ますが、一農業委員としては一考を要するものと思います。以上です。 

 

議案第４号の２につきまして、地区担当委員から補足説明がございま

したらお願いいたします。 
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この案件につきましては、継続審議になりましたので、前回と同じ説

明になりまして、８月２４日に再度現地調査を行いました。それによっ

て前回の継続審議の経緯としては、まちづくりの説明会の結果を聞いて

ということになっていますので、今、事務局の説明があった中で、住環

境が悪くなるよという隣地の方からの話を中心に聞いているみたいです

が、問題は、農地を転用する地主さんの意向としては、隣近所に迷惑が

掛からない程度に造成をしますよという話になっていますよね。それ

で、私が聞いた限りでは、盛り土がだめよということを言っているみた

いですが、その隣地の方は盛り土をして、計画と同じ高さにしているん

です。隣地と同じ高さにするから駄目というニュアンスに受けとりまし

た。だから最初の話を聞くと、隣地との境を１メーターから２メーター

離してくれというようなフェンスの話とか、要するに完全に自分の環境

と隣地との環境問題の話なので、農業委員会がそこに口を出せるのかと

いうことが正直な私の気持ちです。越水委員がおっしゃっているような

ことも、結局そこに繋がります。ですから問題は、農業委員会の立場と

しては、私は法律を犯している訳ではなくて、地権者の意向に添うこと

なので、反対はできないところですが、でも、越水委員がおっしゃって

いるようなことも頭に入れて、結論を出さなければならない。 

もう一回、継続審議にすることも一つの手ですが、話し合いが済まな

いうちは、承認しないというのも一つの手です。でも、私も農業委員の

立場としては、隣に盛り土をしてそこに資材置場という意味で心配事が

あるということは私も分かりますので、その点だけクリアーしていただ

ければ、承認しても良いと思っています。皆さんの意見を踏まえて、継

続審議にするのか、採決して許可相当にするのか、反対するのか、決め

たいと思います。以上です。 

 

議案第４号の３につきまして、地区担当委員から補足説明がございま

したらお願いいたします。 

 

事務局の説明のとおりです。８月２３日に地区委員で確認をしており

ます。特に、都市計画道路のボーリング調査のための一時転用というこ

とで、あえて反対をするものではないと思います。以上です。 

 

議案第４号の４につきまして、地区担当委員から補足説明がございま

したらお願いいたします。 
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［事 務 局］ 

 

８月２３日に地区委員で確認をしています。この地域は、小田急線車 

両基地の計画地となっておりまして、事前調査をするための一時転用と

言うことで、事務局の説明のとおり問題はないと思います。以上です。 

 

議案第４号の５につきまして、地区担当委員から補足説明がございま

したらお願いいたします。 

 

８月２２日に委員４名で確認をしました。図面にあるように畦畔の横

に西部用水の本線が通っております。影響がないのか心配があります。

以上です。 

 

事務局並びに地区担当委員の補足説明が終わりましたので審議に入り

ます。議案第４号の１について、何かご質問ご意見がございましたらお

願いいたします。 

 

地区委員にも聞きたいのですが、転用案件の現地調査を行って、明ら

かに環境が悪くなるのか、恐れがあるのか、どのような見地から見極め

ているのかお聞きしたい。 

 

最初の質問も含めて付け加えて説明させていただきます。 

申請者は主として解体業を営んでいます。兄の会社は総合建築業の会

社で、全く別の会社です。近年、解体の受注が増えており、複数解体依

頼を受けて同時並行で作業を行うので、申請地には解体した廃材をコン

テナに積み、そのコンテナを置く場所、また、整地すると残土が発生す

るため、残土を仮置きする場所、庭を解体すると庭石とか植木等が発生

するため、移植をしたり、石を仮置きする場所、作業する車両を仮置き

する場所で、ここが産廃置き場になるということではありません。産廃

は専門の業者の所に置きますが、１件１件置けないので、複数同時に行

うので、とりあえず仮置スペースが必要なので、この土地が必要という

ことです。申請地へ行く途中に住宅街を通りますが、コンテナに入って

いるため悪臭とかは発生しません。また、隣は住宅ではないので、苦情

等はそんなに出るようなことは考えられないと思います。以上です。 

 

この開発は、まちづくり条例に掛かっているのか。 

 

掛かっています。 
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［ 委 員 ］ 

 

［事 務 局］ 

 

［ 委 員 ］ 

 

 

 

［事 務 局］ 

 

 

 

 

 

 

［ 委 員 ］ 

 

 

［事 務 局］ 

 

 

［ 委 員 ］ 

 

 

［事 務 局］ 

 

［ 委 員 ］ 

 

 

 

 

［ 委 員 ］ 

 

 

 

［事 務 局］ 

 

そちらの報告とかないのか。 

 

特に何も出ていないです。反対意見も何もでていないです。 

 

前案件申請者が転用申請の取下げをした理由は、県との調整がうまく

いかなかったと説明がありましたが、今回の申請は県ときちんと調整が

できているのか。 

 

今のところ順調に行っております。トラブルのある案件は事前に調整

を行っています。県も内容を審査するのは一人で行っているのではない

ので、後からいろいろ指摘があるので、それが前回の調整が着かなかっ

た部分です。今回の件も、まちづくりで周辺住民から苦情が来ているわ

けでもありませんし、前回の時も周辺住民から苦情等は出ていません。

今回諮る時も、本件に対しその点について県からは話はありません。 

 

まちづくりの場合、地元住民への説明が義務を負っていると思います

が、その辺りはどうですか。 

 

隣接の土地所有者に説明をしています。この規模の転用では隣接者に

限られます。 

 

確認をしますが、この会社はマニフェストに則った許可を得ているの

か。 

 

もちろんそうした手続きを行っております。 

 

周りは農地ですよね、雨等で水が流れて隣接農地に廃材からアスベス

トが流れたら駄目ですよね。適正にアスベストが処理されていれば良い

が、処理されていなくて廃材からアスベストが流れ出した場合に隣接地

にアスベストが入ってしまう。  

 

今の話の中で、周りは全てコンクリートブロックで囲まれ、雨水処理

施設も設置されているので、今の点について心配はないと思います。 

流れ防止はされているのですよね。 

 

そのとおりです。 
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［ 委 員 ］ 

 

 

 

［ 委 員 ］ 

 

［事 務 局］ 

 

［議     長］ 

 

 

 

 

［議     長］ 

 

 

［議     長］ 

 

 

［議     長］ 

 

 

 

 

［議     長］ 

 

 

［議     長］ 

 

 

［議     長］ 

 

 

 

 

［議     長］ 

 

廃材の処理が適正にされていて、排水が問題なく、近隣農地に被害

が及ぶ恐れがないとすると、この申請に対しては問題がないのではな

いか。 

 

県の方にアスベストの話が出たことを伝えといてください。 

 

意見が出たことを伝えます。 

 

他に無いようですので、質疑を打ち切り、採決をいたします。 

議案第４号の１について、「原案のとおり許可相当とする」ことに賛

成の委員の挙手を求めます。 

【 挙手多数 】 

 

挙手多数。よって、議案第４号の１については、「原案のとおり許可

相当とする」ことといたします。 

 

議案第４号の２について、何かご質問ご意見がございましたらお願い

いたします。 

 

無いようですので、質疑を打ち切り、採決をいたします。 

議案第４号の２について、「原案のとおり許可相当とする」ことに賛

成の委員の挙手を求めます。 

【 挙手全員 】 

 

挙手全員。よって、議案第４号の２については、「原案のとおり許可

相当とする」ことといたします。 

 

議案第４号の３について、何かご質問ご意見がございましたらお願い

いたします。 

 

無いようですので、質疑を打ち切り、採決をいたします。 

議案第４号の３について、「原案のとおり許可相当とする」ことに賛

成の委員の挙手を求めます。 

【 挙手全員 】 

 

挙手全員。よって、議案第４号の３については、「原案のとおり許可

相当とする」ことといたします。 
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［議     長］ 

 

 

［議     長］ 

 

 

 

 

［議     長］ 

 

 

［議     長］ 

 

 

［ 委 員 ］ 

 

 

［ 委 員 ］ 

 

［事 務 局］ 

 

［ 委 員 ］ 

 

［ 委 員 ］ 

 

［ 委 員 ］ 

 

 

［ 委 員 ］ 

 

［ 委 員 ］ 

 

 

［事 務 局］ 

 

［議     長］ 

 

議案第４号の４について、何かご質問ご意見がございましたらお願い

いたします。 

 

無いようですので、質疑を打ち切り、採決をいたします。 

議案第４号の４について、「原案のとおり許可相当とする」ことに賛

成の委員の挙手を求めます。 

【 挙手全員 】 

 

挙手全員。よって、議案第４号の４については、「原案のとおり許可

相当とする」ことといたします。 

 

議案第４号の５について、何かご質問ご意見がございましたらお願い

いたします。 

 

先ほどの補足説明で、用水路が通っていて危ないのではないかと心配

していましたが。どの辺を通っているのか。 

 

本線から何メール以上離さなければならないとかありますか。 

 

県に確認しましたが、特に法的な規制はありません。 

 

用水路の隣に道路がありますが、申請者がそこの道路を通るのか。 

 

通りません。 

 

そうすると用水路の隣の道路は、農業用道路と理解してよろしいです

か。大型トラックが通ることはない。 

 

それはないです。 

 

そうすると用水路が壊れることはないですね。 

西部用水に問題がないということでよろしいですね。 

 

はい。 

 

他に無いようですので、質疑を打ち切り、採決をいたします。 
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［議     長］ 

 

 

 

［議     長］ 

 

 

［議   長］ 

 

 

［事 務 局］ 

 

 

議案第４号の５について、「原案のとおり許可相当とする」ことに賛

成の委員の挙手を求めます。 

【 挙手多数 】 

 

挙手多数。よって、議案第４号の５については、「原案のとおり許可

相当とする」ことといたします。 

 

議案第５号、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の

承認について、事務局から説明をお願いします。 

 

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律附則第５条の規定に

より、農業経営基盤強化促進法第１９条の規定による地域計画を定め、

公告する前においては、最長で令和７年３月３１日までの間、なお従前

の例により新たに農用地利用集積計画を定めることができます。 

このことから、同意市町村である伊勢原市が新たに農用地利用集積計

画を定める場合は、改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の

規定に基づき、農業委員会の決定が必要です。 

お手元資料にあります新規設定の申出３件について、順に説明申し上

げますので、御審議をお願いします。 

なお、これらについて決定いただける場合は、利用権始期が令和５年

９月１日となります。 

まず、議案第５号の１、比々多地区、神戸字権現堂の３筆、計６５９

平方メートルの使用貸借の受け手となる者は、約２５アールの規模を耕

作している農業者であり、市が定めた農業経営基盤の強化の促進に関す

る基本的な構想にも合致します。 

次に、議案第５号の２、比々多地区、三ノ宮字下叔母様の１筆、１，

８２１平方メートルの使用貸借の受け手となる者は、約６８アールの規

模を耕作している認定農業者、かつ、人・農地プランに位置付けられた

中心経営体であり、市が定めた農業経営基盤の強化の促進に関する基本

的な構想にも合致します。 

次に、議案第５号の３、比々多地区、三ノ宮字上初川の１１筆、計３，０７４．１

１平方メートルの賃貸借の受け手となる者は、令和５年８月３日に認定新規

就農者となった農業者であり、市が定めた農業経営基盤の強化の促進に

関する基本的な構想にも合致します。以上です。 
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［議     長］ 

 

 

［ 委 員 ］ 

 

 

［事 務 局］ 

 

 

［ 委 員 ］ 

 

［事 務 局］ 

 

 

 

 

 

［議     長］ 

 

 

 

 

［議     長］ 

 

事務局の説明が終わりましたので、審議に入ります。議案第５号につ

いて、何か御質問、御意見がございましたらお願いいたします。 

 

３番の認定新規就農者の方は、今までまったく農業をやられてない方

ですか。 

 

この方は、元々、家庭菜園などを行っていましたが、本格的な営農に

向けて認定農業者の下で研修を受け、認定新規就農者になられました。 

 

農機具等は十分に所有していますか。 

 

貸主の自宅が農地に隣接しており、貸主自身も農業者でであったこと

から貸主が所有している農機具を譲り受けたとのことです。借主は貸主

の自宅を買い取り、そこに住んで周辺の農地を借りて一帯を利用して農

業を行っていく構想で、必要な農機具は、おおよそ揃っているとのこと

です。 

 

他に無いようですので、質疑を打ち切り、採決をいたします。議案第

５号について、「原案のとおり認める」ことに賛成の委員の挙手を求め

ます。 

【 挙手全員 】 

 

挙手全員。よって、議案第５号については、「原案のとおり認める」

ことといたします。 

［議     長］  以上を持ちまして、第３０回伊勢原市農業委員会総会を閉会といたし

ます。   

 

 【午前１０時５０分 終了 】 

 


